
 NEWS RELEASE 
平成２２年１０月１日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川下流河川事務所 

お 知 ら せ 

 

１．件  名  不法係留船舶に対する措置の実施について 

 

２．概  要   長良川左岸 11.6k付近（桑名市長島町大字松之木地先）

において、所有者不明の不法係留船舶９隻に対し、平成２

２年９月２９日に河川法第７５条第３項に基づく 監督処

分（簡易代執行）を行う旨の公告を行いました。簡易代執

行の実施については１２月上旬を予定しています。 

         公告は、現地、木曽川下流河川事務所、同事務所長島出

張所及び桑名市長島町総合支所産業課において実施して

います。 

         松之木地先の係留場所において、平成２１年１０月８日

の台風１８号により船舶が転覆、沈没し、平成２２年３月

２日には油流出事故が発生しました。撤去看板の設置等に

よる指導を続けてきましたが、是正されない状況であるた

め、一部占用廃止をおこないました。合わせて、占用廃止

した部分に係留されている不法船舶に対して、撤去指導を

おこなってきましたが、河川管理上の支障が大きくこれ以

上放置できないため、強制撤去を実施するものです。 

         なお、所有者の判明している船舶７隻については、同日

付で河川法第７５条第１項に基づき、所有者に対し船舶を

河川区域外へ撤去するように命じております。 

 

３．配付資料 

        (1)位置図 

        (2)現況図 

        (3)現況写真 

        (4)公告文(例） 

        (5)行政代執行と簡易代執行 

(6)根拠法令 

 

４．解  禁  指定なし 

 

５．配 布 先  桑名記者クラブ、津島記者クラブ、大垣記者クラブ、 

  

６．問合せ先  国土交通省中部地方整備局 木曽川下流
                                              

河川事務所 

                     占用調整課長    山田 裕代 

                     占用調整指導官   北澤 晃也 

            TEL 0594-24-5718 



位 置 図

添付資料（１）

簡易代執行実施場所
（桑名市長島町松之木地先）



現 況 図

添付資料（２）



現 況 写 真

添付資料（３）

上 空 か ら 撮 影

水質事故による被害（平成２２年３月２日）

長良川

占用廃止部分



公 告 文 （例） 
（青字は対象物件によって記載する内容が変わる） 

                       国部整下占第３４号

 

公     告  

 

 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第７５条第３項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

 下記行為は、河川法第２４条の規定に違反しているので、所有者、占有者その他当該物件につ

いて権原を有するもの（以下「所有者等」という。）に対し、同法７５条第１項の規定に基づき、

下記期限までに当該物件を河川区域外へ除却するよう命ずる。 

 なお、下記期限までに当該物件を河川区域外へ除却しないときは、河川法第７５条第３項の規

定に基づき、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者において除却し、これに要した費

用については同法第７５条第９項の規定に基づき所有者等の負担とする。 

 

記 

 

１．河 川 名 一級河川木曽川水系長良川 

 

２．行為の内容 河川区域内における船舶の放置 

 

３．対象物件 

場所 長良川左岸 （距離標 11.6Kｍ付近）桑名市長島町大字松之木地先 

種類 船舶（船舶番号○○○－○○○○○） 

 
 

４．除却期限 平成２２年１０月２８日 

 

５．問い合わせ先 

国土交通省中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 

占用調整課（TEL 0594-24-5718） 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 

長島出張所（TEL 0594-42-0257） 〒511-1112 三重県桑名市長島町大倉17-52 

 

               平成２２年９月２９日 

 

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号 

河川管理者 

                                国土交通省中部地方整備局長 

対象物件の写真 

添付資料（４）



不法係留船

所有者が判明※１

是正指示※２

（河川法第７７条第１項）

弁明の機会の付与
（行政手続法第１３条第１項第２号）

戒告書の交付
（行政代執行法第３条第１項）

代執行令書の交付
（行政代執行法第３条第２項）

行政代執行の実施
（行政代執行法第２条）

監督処分
（河川法第７５条第１項）

不利益処分理由書
（行政手続法第１４条第１項）

代執行費用納付命令
（行政代執行法第５条）

代執行費用の徴収※３

（行政代執行法第６条）

所有者が不明※５

撤去する旨を公告※６

（河川法第７５条第３項）

簡易代執行の実施
（河川法第７５条第３項）

除却した工作物の保管
（河川法第７５条第４項）

返還のための公示※７

（河川法第７５条第５項）

所有者が判明（工作物の返還）

物件の引き取り通知

物件の処分※４

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の履行期限

公示の日から６ヶ月後

所有権が国に帰属
（河川法第７５条第１０項）

所有者が不明

要した費用の請求
（河川法第７５条第９項）

※１

 

小型船舶番号、漁船登録番号

 

等から所有者等を調査
※２

 

是正指示は複数回行うことも

 

可能
※３

 

国税滞納処分の例により財産

 

の差し押さえが可能
※４

 

財産的価値のあるものは売り

 

払い、価値の無いものは廃棄する

※５

 

過失なく所有者

 

等が判明しない場合の

 

み簡易代執行が可能

※６

 

通常、現地や事

 

務所掲示板等を利用し

 

公告する

※７

 

保管を始めた日

 

から１４日間、事務所

 

等に掲示する。その後

 

も所有者等が判明しな

 

いときは官報に掲載す

 

る。

最

短

約
５
ヶ
月

行政代執行 簡易代執行

行政代執行と簡易代執行

添付資料（５）



＜ 参 考 法 令 ＞
◎ 河 川 法

（ 河 川 管 理 者 の 監 督 処 分 ）
河 川 管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て 、 こ の 法第 ７ ５ 条

律 若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 政 令 若 し く は 都 道 府 県 の 条 例 の 規 定 に よ つ て 与 え た
許 可 若 し く は 承 認 を 取 り 消 し 、 変 更 し 、 そ の 効 力 を 停 止 し 、 そ の 条 件 を 変 更 し 、
若 し く は 新 た に 条 件 を 付 し 、 又 は 工 事 そ の 他 の 行 為 の 中 止 、 工 作 物 の 改 築 若 し く
は 除 却 （ 第 24条 の 規 定 に 違 反 す る 係 留 施 設 に 係 留 さ れ て い る 船 舶 の 除 却 を 含
む 。 ） 、 工 事 そ の 他 の 行 為 若 し く は 工 作 物 に よ り 生 じ た 若 し く は 生 ず べ き 損 害 を
除 去 し 、 若 し く は 予 防 す る た め に 必 要 な 施 設 の 設 置 そ の 他 の 措 置 を と る こ と 若 し
く は 河 川 を 原 状 に 回 復 す る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

． こ の 法 律 若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 政 令 若 し く は 都 道 府 県 の 条 例 の 規 定 若 し一
く は こ れ ら の 規 定 に 基 づ く 処 分 に 違 反 し た 者 、 そ の 者 の 一 般 承 継 人 若 し く は
そ の 者 か ら 当 該 違 反 に 係 る 工 作 物 （ 除 却 を 命 じ た 船 舶 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に
お い て 同 じ 。 ） 若 し く は 土 地 を 譲 り 受 け た 者 又 は 当 該 違 反 し た 者 か ら 賃 貸 借
そ の 他 に よ り 当 該 違 反 に 係 る 工 作 物 若 し く は 土 地 を 使 用 す る 権 利 を 取 得 し た
者

． こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 政 令 若 し く は 都 道 府 県 の 条 例 の 規 定 に よ る二
許 可 又 は 承 認 に 付 し た 条 件 に 違 反 し て い る 者
詐 欺 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 、 こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 政 令 若 し く は三 ．

都 道 府 県 の 条 例 の 規 定 に よ る 許 可 又 は 承 認 を 受 け た 者

前 ２ 項 の 規 定 に よ り 必 要 な 措 置 を と る こ と を 命 じ よ う と す る 場 合 に お い て 、 過３
失 が な く て 当 該 措 置 を 命 ず べ き 者 を 確 知 す る こ と が で き な い と き は 、 河 川 管 理
者 は 、 当 該 措 置 を 自 ら 行 い 、 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 に こ れ を 行
わ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 当 該 措 置 を
行 う べ き 旨 及 び そ の 期 限 ま で に 当 該 措 置 を 行 わ な い と き は 、 河 川 管 理 者 又 は そ
の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 が 当 該 措 置 を 行 う 旨 を 、 あ ら か じ め 公 告 し な け
れ ば な ら な い 。

河 川 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 工 作 物 を 除 却 し 、 又 は 除 却 さ せ た と き は 、 当４
該 工 作 物 を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

河 川 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 工 作 物 を 保 管 し た と き は 、 当 該 工 作 物 の 所５
有 者 、 占 有 者 そ の 他 当 該 工 作 物 に つ い て 権 原 を 有 す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て
「 所 有 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 当 該 工 作 物 を 返 還 す る た め 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に
よ り 、 政 令 で 定 め る 事 項 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。

第 ３ 項 か ら 第 ６ 項 ま で に 規 定 す る 工 作 物 の 除 却 、 保 管 、 売 却 、 公 示 そ の 他 の 措９
置 に 要 し た 費 用 は 、 当 該 工 作 物 の 返 還 を 受 け る べ き 所 有 者 等 そ の 他 第 ３ 項 に 規
定 す る 当 該 措 置 を 命 ず べ き 者 の 負 担 と す る 、

第 ５ 項 の 規 定 に よ る 公 示 の 日 か ら 起 算 し て ６ 月 を 経 過 し て も な お 第 ４ 項 の 規１ ０
定 に よ り 保 管 し た 工 作 物 を 返 還 す る こ と が で き な い と き は 、 当 該 工 作 物 の 所 有 権
は 、 国 土 交 通 大 臣 が 保 管 す る 工 作 物 に あ つ て は 国 、 都 道 県 知 事 が 保 管 す る 工 作
物 に あ っ て は 当 該 都 道 府 県 知 事 が 統 括 す る 都 道 府 県 に 帰 属 す る 。

行 政 代 執 行 法◎
法 律 （ 法 律 の 委 任 に 基 く 命 令 、 規 則 及 び 条 例 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に よ第 二 条

り 直 接 に 命 ぜ ら れ 、 又 は 法 律 に 基 き 行 政 庁 に よ り 命 ぜ ら れ た 行 為 （ 他 人 が 代 つ
て な す こ と の で き る 行 為 に 限 る 。 ） に つ い て 義 務 者 が こ れ を 履 行 し な い 場 合 、 他
の 手 段 に よ つ て そ の 履 行 を 確 保 す る こ と が 困 難 で あ り 、 且 つ そ の 不 履 行 を 放 置
す る こ と が 著 し く 公 益 に 反 す る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 行 政 庁 は 、 自 ら 義 務 者
の な す べ き 行 為 を な し 、 又 は 第 三 者 を し て こ れ を な さ し め 、 そ の 費 用 を 義 務 者 か
ら 徴 収 す る こ と が で き る 。

前 条 の 規 定 に よ る 処 分 （ 代 執 行 ） を な す に は 、 相 当 の 履 行 期 限 を 定 め 、第 三 条
そ の 期 限 ま で に 履 行 が な さ れ な い と き は 、 代 執 行 を な す べ き 旨 を 、 予 め 文 書 で
戒 告 し な け れ ば な ら な い 。

義 務 者 が 、 前 項 の 戒 告 を 受 け て 、 指 定 の 期 限 ま で に そ の 義 務 を 履 行 し な い と２
き は 、 当 該 行 政 庁 は 、 代 執 行 令 書 を も つ て 、 代 執 行 を な す べ き 時 期 、 代 執 行 の
た め に 派 遣 す る 執 行 責 任 者 の 氏 名 及 び 代 執 行 に 要 す る 費 用 の 概 算 に よ る 見 積
額 を 義 務 者 に 通 知 す る 。

添付資料（６）


